
第１．計画概要 第２．根拠法令等

■ 法第４８条

1． 申請地 ■ 第５項   ： 第一種住居地域内においては、別表第２（ほ）項に掲げる建築物は建築しては

ならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害する

2． 申請者 おそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては

この限りでない。

3． 申請建物概要 計 画 用 途 ： ■ 第１５項 ： 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あら

構 造 ： かじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し

規 模 ： かつ、建築審査会の同意を得なければならない。

敷 地 面 積 ㎡

建 築 面 積 ㎡ ■ 別表第２ ：

延 べ 面 積 ㎡

最 高 高 さ ｍ

工 事 期 間 ： 令和１２年３月まで

第３．特定行政庁の判断

4． 道の状況 幅 員 ：

接 道 長 さ ：

都市計画道路 : 南浦和越谷線（南側）

5． 用途地域

（当該敷地の過半は第一種住居地域）

6． 形態規制 建 蔽 率 ： ３６．９８ ％ ／ ６０ ％

容 積 率 ： ７７．４４ ％ ／ ２００ ％

道 路 斜 線 ： １．２５勾配

隣 地 斜 線 ： ２０ｍ＋１．２５勾配

北 側 斜 線 ： 規制なし

日 影 規 制 ： （１）４ｈ・２．５ｈ（平均地盤面からの高さ４．０ｍ）

防 火 指 定 ：

第４．結　果

 上記により、許可相当と判断する。

１４８．６８ｍ

４７，４４３．２０

ごみ焼却場

資料１

　川口市内におけるごみ処理は、市民が健康で衛生的な生活を送るために「一般廃棄物処理基本計画」に基づ
き、市内４か所それぞれのごみ処理施設が連携し、年間約１８万トンのごみを長期的かつ安定的に処理できるよ
うに運営している。
　本施設は、市内の家庭等から排出される一般ごみの焼却、処理を行い、特に粗大ごみの処理は本施設のみが
行っていることから、重要な役割を果たしている。
　以上のことから、公益上やむを得ないと判断する。
　なお、周辺の住環境を害するおそれがないものとする対策は下記の通りである。

（議案第１号）

第一種住居地域、第二種住居地域

なし（建築基準法第２２条区域）

令和５年８月

地上５階　地下１階

鉄骨鉄筋コンクリート造　他

２２．００ｍ

川口市長　奥ノ木　信夫

１７，５４２．６１

３７，２６６．２７

４４．５０

川口市大字藤兵衛新田字堤外大沼通２９０他

建築基準法第４８条第５項ただし書きの許可申請について

１



建築基準法第４３ 条第２ 項第二号に係る許可　 [対象期間　 令和５ 年７月１９ 日～令和５ 年８月２２ 日]

１ ． 建築基準法施行規則第１ ０条の３第４ 項第二号
【 包括同意基準】 第２  包括同意基準 １ (１ )道の基準

（ ア）河川等管理用の道
（ イ）水路敷きの道
（ ウ）国等所有の土地の道
（ エ）法第４２ 条第１ 項第四号の区域内の道

２ ． 建築基準法施行規則第１ ０条の３第４ 項第三号
【 包括同意基準】 第２  包括同意基準 ２ (１ )道の基準

（ ア）狭あい公道
Ｎｏ 申　 請　 地 申　 請　 者 建　 物　 概　 要 認定幅員 許可受付日 消防長同意 許可日付 備　 考

R5. 7. 26 R5. 8. 7 R5. 8. 10 最高高さ１ ０ｍ以下
外壁： 防火構造以下、 軒裏： 不燃材料
工事監理者を定める

（ イ）協定道路

(ウ) 私道４ ｍ
Ｎｏ 申　 請　 地 申　 請　 者 建　 物　 概　 要 現況幅員 許可受付日 消防長同意 許可日付 備　 考

R5. 7. 19 R5. 7. 28 R5. 8. 2 最高高さ１ ０ｍ以下
外壁： 防火構造以下、 軒裏： 不燃材料
工事監理者を定める

R5. 7. 6 R5. 7. 12 R5. 7. 25 最高高さ１ ０ ｍ以下
外壁： 防火構造以下、 軒裏： 不燃材料
工事監理者を定める

第 ２ ２ ５ 号 第 ９ ５  号
１ 芝富士２丁目３４ ４９ －１０ 法人

木造３ 階建　 専用住宅
延べ面積　 73. 45㎡

４ ． ０ ｍ
第 ２ ３  号

第 ２ ３ ４  号 第 ９ ９  号

包括同意基準による許可処分の一覧表

1 青木４ 丁目３０ ５－５ 個人
鉄骨造２階建　 専用住宅
延べ面積　 86. 24㎡ 第 ２ ４  号

２ ． ８ ｍ

第 １ ９ ３  号 第 ９ ０  号
2 領家４ 丁目３３ ９３ －６ 法人

木造３ 階建　 専用住宅
延べ面積　 94. 46㎡

４ ． ０ ｍ
第 １ ８  号

資料２
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